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初期消火器具設置費用の一部補助について

戸塚区連合町内会自治会連絡会４月定例会

議　題　説　明　書

　戸塚消防署総務・予防課

　　早坂　健

戸塚消防署総務・予防課

【内容】

【例年あげている議題か？】

【会議に参加している地区連長が、各地区の単会会長に何を伝えればいいのか？】
【各単会の会長に何を依頼したいのか？】（具体的に記入してください。）

【その他、注意することなど】
　申請件数が、補助予定数を超えた場合は、横浜市地震防災戦略における地震火災対策方
針で示される「対象地域」から優先的に補助されます。

　自治会町内会が初期消火器具等を設置・更新する費用の一部を補助する事業を行ってい
ます。
【補助対象経費】

１　新規設置及び器材全ての更新設置の場合　　⇒　　整備費用の２／３　（上限２０万円）

２　消防用ホース等の一部更新設置の場合　　⇒　　整備費用の２／３　（上限７万円）

　毎年お願いしています。（昨年の４月にもお願いしました。）

【補助事業の申請方法・期間】
　１　消防署備え付けの申請書に必要事項を記入の上、戸塚消防署にご提出願います。
　２　 申請期限は９月30日（月）までとなります。



初期消火器具設置費用の一部補助について【周知依頼】 
 
１ 事業の趣旨 

  消防局では、自治会町内会が初期消火器具を設置・更新（器材全て又は一部）する費用の

一部を補助する事業を行っており、この度、補助金交付申請の受付を開始します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ お願いしたいこと 

【区連長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で周知をお願いします。 

【単位会長】定例会等でご検討いただき、申請する場合はお住いの区の消防署に 

ご相談の上、申請を行ってください。 
 

３ 申請要件 

  下記３つに当てはまる単一の自治会町内会が対象となります。 

(1)  地域に消火栓がある。 

(2)  家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大の恐れがある。 

(3)  定期的に訓練を実施できる。 

 

４ 申請方法 

 (1)  受付期間：令和６年４月１日（月）～９月 30日（月） 

 (2)  申請方法：申請書に必要事項を記入の上、最寄りの消防署に御提出をお願い致します。 

 ※ 申請書は横浜市ウェブサイトからダウンロード、または最寄りの消防署でお渡ししま 

す。 

 

                          「横浜市 初期消火器具」で検索 

５ 補助の対象経費 

 (1)  初期消火器具の新規設置及び器材全ての更新設置の場合 

   初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の２/３に相当する額とし、１件あたり

20万円を上限とします。 

 (2)  初期消火器具の一部更新設置の場合 

   消防用ホースなど器材の一部の更新や、自治会町内会が所有している初期消火箱の新

たな器材（スタンドパイプ・台車）への更新経費（税込金額）の２/３に相当する額とし、

１件あたり７万円を上限とします。 

 

市連会４月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ４ 月 1 0 日 
消 防 局 予 防 課 

初期消火器具とは？ 

初期消火器具には、初期消火箱（固定式）とスタンドパイ

プ式初期消火器具（可搬式）の２種類があり、消防車が進入

できない道路狭隘地域等においても、市民の皆さまが消火栓

にホースを直接接続し、有効な初期消火活動を行うことがで

きる消火器具です。特にスタンドパイプ式初期消火器具は機

動性に優れ、容易に取り扱うことができます。 

初期消火箱（固定式） 
スタンドパイプ式 

初期消火器具(可搬式) 



６ お問合せ先 

 

 

 

 

 

 

※ 申請要件や書類等のお問い合わせは、お近くの消防署へご連絡ください。 

 

 
 
 

鶴見消防署 中消防署 保土ケ谷消防署  金沢消防署 青葉消防署 栄消防署 
(503-0119) (251-0119) (342-0119) (781-0119) (974-0119) (892-0119) 
神奈川消防署 南消防署 旭消防署 港北消防署 都筑消防署 泉消防署 
(316-0119) (253-0119) (951-0119) (546-0119) (945-0119) (801-0119) 
西消防署 港南消防署 磯子消防署 緑消防署 戸塚消防署 瀬谷消防署 

(313-0119) (844-0119) (753-0119) (932-0119) (881-0119) (362-0119) 

消防局予防課 
担当 坂詰、岡田 
電話045-334-6406 /FAX 045-334-6610 
メール sy-yobo@city.yokohama.jp 
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